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令和７年度市民部定期監査結果報告書 

 
１ 監査の種類  

熊谷市監査基準第２条第１項第１号に掲げる監査 
 
２ 監査の対象 
⑴ 対象部局等 

市民活動推進課、市民課、パスポートセンター、保険年金課、安心安全課、

男女共同参画室、健康づくり課、熊谷保健センター、母子健康センター 
⑵ 対象事務 

令和６、７年度における財務に関する事務の執行及び行政事務について 
 
３ 監査の着眼点 
⑴ 収入事務 
ア 必要な帳簿類は整備されているか。 
イ 帳票等と現金は突合しているか。 
ウ 納入の通知は適正に行われているか。 
エ 債権の適正な管理が行われているか。 

⑵ 支出事務  
ア 必要な手続は行われているか。 
イ 適正な支出となっているか。 

⑶ 契約事務  
ア 安易に随意契約を採用していないか。 
イ 完了報告を漏れなく受領しているか。 
ウ 検査結果通知書等は作成されているか。 
エ 履行確認、支出等は契約書等に基づき適正に行われているか。 

⑷ 補助金    
ア 交付に当たって根拠等審査は適切か。 
イ 実績報告書を提出させているか。 
ウ 補助金の支出や精算が規則等に基づき適正に行われているか。 

⑸ 負担金    
ア 公益性のない事業又は団体に対して負担していないか。 
イ 負担効果の点から整理すべきものはないか。 

⑹ 工事 
ア 工事の実施は計画的に行われているか。 
イ 業者の選定は適切か。 

⑺ 財産管理  
ア 備品の登録に漏れはないか。 
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イ 返納手続をせずに処分していないか。 
⑻ その他 

事務事業の執行において、経済性、効率性、有効性に問題はないか。 
 

４ 監査の主な実施内容 
リスクを考慮し、事務の執行が関係法令及び規程等に準拠し、適正で効果的

かつ効率的に行われているか関係書類を調査するとともに、関係職員から説

明を聴取した。 
【主な監査項目】 
⑴ 収入事務 
ア 現金出納簿 
イ 切手、為替、小切手、金券、商品券等管理簿 

ウ  証明手数料 
エ  ニャオざね関連グッズ売払収入 

オ 国庫支出金「社会保障・税番号制度システム整備費補助金」 

カ 県支出金「旅券事務交付金」 

キ 国民健康保険特別会計「返納金」及び「過年度返納金」 

ク 後期高齢者医療特別会計 普通徴収保険料「現年度分」及び「滞納繰

越分」 

ケ 特定空家等除却等費用徴収金 

コ 国庫支出金「婦人相談員活動強化事業費補助金」 

サ 県支出金「効果的な熱中症予防対策支援事業費補助金」 

シ 雑入「健康診査実費徴収金」 

ス 休日・夜間急患診療所使用料 

セ 国庫支出金「妊娠出産包括支援事業費補助金」 

⑵ 支出事務 

ア （仮称）第２中央生涯活動センター整備事業「地上物件等補償金」 

イ 熱中症予防事業「印刷費」 

ウ 健康増進事業「印刷費」 

⑶ 契約事務  

ア 熊谷市立コミュニティセンター指定管理業務 

イ 建設設備定期点検業務委託 

ウ コンビニ交付委託 

エ 熊谷市パスポートセンター機械警備業務委託 

オ 熊谷市特定健康診査受診勧奨業務委託 

カ くまがや交通安全フェア業務委託 

キ 熊谷市男女共同参画推進センター会議室等管理業務委託 

ク 熊谷市男女共同参画推進センター機械警備業務委託 

ケ 健康熊谷２１（第３次）及び熊谷市第５次健康増進計画策定支援業務
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委託 

コ 熊谷保健センター清掃業務委託 

サ ヘルスアップ教室運動指導業務委託 

シ 子育て支援モバイルサービス運用業務委託 
ス 医療廃棄物処理委託 

⑷ 補助金 

ア 熊谷市自治会連合会交付金 

イ コンビニ交付に係る運営費負担金 

ウ 熊谷市国民健康保険保健事業推進団体事業費補助金 

エ 熊谷市交通安全関係団体補助金 

オ 熊谷市空き家等除却補助金 

カ 熊谷市男女共同参画推進団体活動費補助金 
キ 熊谷市立健康スポーツセンターの運営に係る支援金 
ク ９価ＨＰＶワクチン任意接種費用助成事業 

⑸ 負担金 

ア 熊谷地区戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 

イ ティアラ２１空調使用料 

ウ くまがや交通安全フェア業務負担金 

エ 小児救急医療医師派遣支援事業負担金 
オ 妊婦健康診査業務委託一括契約事務負担金 

⑹ 工事 

熊谷市防犯カメラ設置工事 
⑺ 財産管理 

備品台帳一覧表 

⑻ その他 

ア 出勤簿 

イ 時間外勤務集計データ 

ウ 準公金関係書類 

 

５ 監査の実施場所及び期間 

⑴ 実施場所 

監査委員事務局、市民活動推進課、市民課、パスポートセンター、保険年

金課、安心安全課、男女共同参画室、健康づくり課、熊谷保健センター、母

子健康センター、議会棟第一委員会室 
⑵ 監査期間 

令和７年１１月２８日から令和８年１月３０日まで 

 

６ 監査の結果 

以下のとおり注意、改善すべき点が認められたので、これらの措置を講じ、
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適正で効果的かつ効率的な事務の執行に一層努力されたい。 

⑴ 収入事務 

ア 葬斎施設使用料について、３万円を超える現金の払込みが即日又は翌日

までに行われていないものが見受けられたので、熊谷市会計事務規則第 

２６条に基づき、適正な事務処理を行うべきである。     【市民課】 

イ 令和６年度において、国民健康保険返納金の督促状を発付した後、催告

を行っていなかったので、支払い義務の履行を促すためにも電話や文書に

よる催告は、毎年継続して実施すべきである。      【保険年金課】 

ウ 雑入「健康診査実費徴収金」について、納入通知書に納期限が記載され

ていなかったので、熊谷市会計事務規則第２１条に基づき、適正な事務処

理を行うべきである。              【熊谷保健センター】 

エ 国庫支出金「妊娠出産包括支援事業補助金」について、交付申請の伺い

に総合政策部長の合議がないものがあったので、熊谷市予算規則第２２条

に基づき、適正な事務処理を行うべきである。   【母子健康センター】 

⑵ 支出事務 

  熱中症予防事業「印刷費」について、随意契約とする根拠法令及び理由

が起案書に明記されていないものがあったので、文書管理規程第１５条第

１項第４号に基づき、適正な事務処理を行うべきである。 

【健康づくり課】 

⑶ 契約事務 

ア くまがや交通安全フェア業務委託及びヘルスアップ教室運動指導業務

委託について、完了検査結果及び引受書が通知されていないものがあった

ので、熊谷市標準委託契約約款に基づき、適正な事務処理を行うべきであ

る。               【安心安全課、熊谷保健センター】 

イ 熊谷市男女共同参画室推進センター機械警備業務委託について、随意契

約とする根拠法令が適切でなかったため、地方自治法施行令第１６７条の

２に基づき適正な事務処理を行うべきである。    【男女共同参画室】 

⑷ 補助金 

令和６年度熊谷市交通安全関係団体補助金について、団体の支出額を上

回る額の補助金が交付されていたので、熊谷市交通安全関係団体補助金交

付要綱及び熊谷市補助金等の交付手続等に関する規則第１７条第２項に基

づき、適正な事務処理を行うべきである。        【安心安全課】 

⑸ 負担金 

指摘事項なし。 

⑹ 工事 

指摘事項なし。 

⑺ 財産管理 

ア すでに廃棄された備品が台帳に掲載されていたので、熊谷市物品管理規

則第２６条に基づき、適正な事務処理を行うべきである。 
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 【市民活動推進課、市民課、保険年金課、熊谷保健センター、母子健康セ

ンター】 

イ 同一の備品が備品台帳に重複して登録されていたので、適正な管理を

行うべきである。                【市民活動推進課】 

⑻ その他 

ア 準公金の通帳届出印について、準公金管理者による管理となっていない

ものが見受けられたので、熊谷市準公金取扱要綱第６条第１項第５号に基

づき、適正な管理を行うべきである。           【市民課】 

イ 準公金について、収入伝票が作成されていないもの及び立替払いされて

いるものが見受けられたので、熊谷市準公金取扱要綱に基づき、適正な事

務処理を行うべきである。          【市民課、安心安全課】 

ウ 紙文書の収受について、収受印の押印がないもの、文書番号の記入がな

いもの及び文書収受がされていないものが見受けられたので、熊谷市文書

管理規程第１２条に基づき、適正な事務処理を行うべきである。            

 【市民活動推進課、市民課、パスポートセンター、保険年金課、安心安全

課、熊谷保健センター、母子健康センター】 

 
なお、事務処理上留意すべき事項のうち、軽微なものについては、監査実

施の際、関係職員に口頭で改善の指導を行った。 
 
７ 意見 

⑴ ＤＸの更なる推進による利便性向上及び窓口運営の効率化について 
本市が市民の利便性向上及び事務の効率化を目的として、電子申請の利用

拡大に積極的に取り組んでいる点は評価できる。 
一方で、依然として来庁を要する手続も多く、市民の多様なニーズに十分

応えられているとは言い難い。また、窓口業務終了後の事務処理による恒常

的な時間外勤務も課題である。 
ついては、先進自治体の取組を参考にしながら、マイナンバーカードを活

用したオンライン申請が可能な手続の拡充や、利用実態に基づいた数値によ

る窓口混雑の分析・改善など、ＤＸの推進と効率的な窓口運営のあり方につ

いて、検討を進められたい。これらの取組により、その成果が好循環を生み

出し、市民サービスの向上や職員の働き方改革につながることを期待する。 
⑵ 補助事業における啓発品について 

補助金交付団体が購入する啓発品について、会の事業目的との関連性が希

薄なものが見受けられた。 
啓発品は、補助事業の効果を最大限に高めるために活用されるべきもので

あり、公金支出の妥当性が厳格に求められる。交付担当課においては、交付

申請時の事業計画等を詳細に確認し、当該啓発品が事業目的を達成するため

の手段として効果的であるか、また、その内容や数量、配布対象が妥当であ
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るか十分に精査されたい。あわせて、実績報告時においても、活用状況の確

認を徹底し、補助金の適正な執行管理に努められたい。 
 


